
お問い合わせ先�
このパンフレットにつきまして、ご意見、ご質問、ご感想等がござい
ましたら、ＦＡＸ等にて最寄の農政局等へお寄せください。�

■農林水産省�
農村振興局　計画部事業計画課／整備部設計課　�
ＦＡＸ　０３－３５０１－８３５８�
〒１００－８９５０　千代田区霞ヶ関１－２－１�
東北農政局　農村計画部事業計画課／整備部設計課　�
ＦＡＸ　０２２－７１５－８２１７�
〒９８０－００１４　仙台市青葉区本町３－３－１�
関東農政局　農村計画部事業計画課／整備部設計課　�
ＦＡＸ　０４８－７４０－００８２�
〒３３０－９７２２　さいたま市中央区新都心２-1�
北陸農政局　農村計画部事業計画課／整備部設計課　�
ＦＡＸ　０７６－２６３－０２５６�
〒９２０－８５６６　金沢市広坂２－２－６０�
東海農政局　農村計画部事業計画課／整備部設計課　�
ＦＡＸ　０５２－２２０－１６８１�
〒４６０－８５１６　名古屋市中区三の丸１－２－２�
近畿農政局　農村計画部事業計画課／整備部設計課　�
ＦＡＸ　０７５－４５１－３９６５�
〒６０２－８０５４　京都市上京区西洞院通り下長者町下ル�
中国四国農政局　農村計画部事業計画課／整備部設計課　�
ＦＡＸ　０８６－２２７－６６５９�
〒７００－８５３２　岡山市下石井１－４－１�
九州農政局　農村計画部事業計画課／整備部設計課　�
ＦＡＸ　０９６－３５９－７３２１�
〒８６０－８５２７　熊本市二の丸１－２�
�
■北海道開発局　�
農業水産部　農業調査課／農業設計課　�
ＦＡＸ　０１１－７０９－２１４５�
〒０６０－８５１１　札幌市北区北８条西２丁目�
�
■沖縄総合事務局�
農林水産部　土地改良課　�
ＦＡＸ　０９８－８６４－２６２４�
〒９００－８５３０　那覇市前島２－２１－７�
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　土地改良法の改正をふまえ、農林水産省では、平成13年度に「農業農村整備事業における
環境との調和の基本的考え方」及び「環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・
設計の手引き」をとりまとめました。�
　平成14年度は、手引きの対象工種を拡充し、「ため池」、「農道」、「移入種」について食料・農
業・農村政策審議会農村振興分科会農業農村整備部会技術小委員会において検討を行い、「手
引き（第２編）」としてとりまとめました。�

　このパンフレットは、実際に農業農村整備事業に携わる方のため
に「生きものたちの住む農村を目指して（環境との調和に配慮した
事業の実施）」のパンフレットに「手引き（第2編）」の内容を新たに
追加し、充実させたものです。�
　このパンフレットをもとに、地域自らが考え、地域の特性に応じた様々
な創意工夫を行う農業農村整備事業がより一層全国で展開されるこ
とを期待します。�

Ⅰ　農村は豊かな自然環境の宝庫です�

Ⅱ　農業農村整備事業は環境との調和に取組みます�

Ⅲ　環境との調和に配慮した調査計画を行います�

Ⅳ　環境との調和に配慮した設計を行います�

Ⅴ　住民参加により維持管理を行います�

Ⅵ　生態系に影響を与える移入種に留意します�

�

環境に関する国民の関心の高まり�

食料・農業・農村基本法の制定�

土地改良法の改正�

「基本的考え方」「手引き」「手引き（第2編）」の制定�

環境との調和に配慮した事業実施�

検討の背景と目的�
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